
   
 
 
 
 
 

被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について＜抜粋＞ 
 
 
 ５ 大規模半壊世帯 
 
  法第２条第２号二に定める世帯（大規模半壊世帯）については、「居住する住宅が
半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定め
るものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難で
あると認められる世帯」としている。大規模半壊は、「構造耐力上主要な部分」の補
修が必要であるだけではなく、住宅における主要な居室、機能等を含む「大規模な補
修」が必要である場合を念頭においている。この趣旨を踏まえつつ、具体的には、「災
害の被害認定基準について」（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政策統
括官（防災担当）通知）による「住家半壊」の基準のうち、原則として下記に従って
「大規模半壊」の認定を行うこと。 

 
住家半壊の基準 うち「大規模半壊」 

 損壊部分が延床面積の２０％以上７０％ 
 未満のもの 

５０％以上７０％未満 

 損害割合（経済的被害）が２０％以上 
 ５０％未満のもの 

４０％以上５０％未満 

 
  ※「構造耐力上主要な部分」とは、令第２条により、建築基準法施行令第１条第３号

に定めるものとする。 
具体的には、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分（基礎、基
礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類
するもの）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するもの））
等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等
は含まない。 

平成２２年９月３日 府政防第６０８号 

内閣府政策統括官（防災担当）から 

各都道府県知事、財団法人都道府県会館理事長あて通知 


